
・インスリンポンプ

・持続グルコース測定器

　取り外し等については、主治医に確認をしてから、

健診日程の調整をお願い致します。

対象機器の例です。（日本糖尿病協会HPより引用）

　　インスリンポンプ、持続グルコース測定器(持続血糖モニター)

　の両機器は、放射線検査（胸部 X 線、胃部 X 線、胸部CT、

　内臓脂肪 CT、マンモグラフィ、骨密度検査、脳ドック等）を

　実施する際には取り外していただく必要があります。

★★取り外しできない場合は検査中止となります★★

　　機器の中には医療者による取り外しが必要な機器が

　ありますが、当健康管理センターでは医療者による

　取り外しは行っておりません。

インスリンポンプ・持続グルコース測定器

を装着中の方へ


